
 

１ がん教育の定義 

  がん教育の実施にあたっては、がん教育が健康教育の一環として行われることから、

小・中学校学習指導要領（平成 29年 3月）総則及び高等学校学習指導要領（平成 30年

3月） 1-2-(3)を踏まえ、体育・保健体育、特別活動を中心に学校の実情に応じて教育

活動全体を通じて適切に行うことが大切である。 

 

２ がん教育の目標 
  ①がんについて正しく理解できるようにする 
  ②健康といのちの大切さについて主体的に考えることができるようにする 
 

３ がん教育の具体的な内容 
  がん教育において、以下のア～ケの内容について指導する。 

（ア） がんとは（がんの要因等） 
がんとは、体の中で、異常細胞が際限なく増えてしまう病気である。異常細胞は、様々

な要因により、通常の細胞が細胞分裂する際に発生したものであるため、加齢に伴いが

んにかかる人が増える。また、数は少ないが子供がかかるがんもある。 

がんになる危険性を増す要因としては、細菌・ウイルスの感染、たばこ、過量な飲酒、

偏った食事、運動不足など生活習慣の他、一部のまれなものではあるが、遺伝的原因が関

与するものもある。また、がんになる原因がわかっていないものもある。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：文部科学省 がん教育推進のための教材 スライド教材モジュール１「がんという病気」 

学校におけるがん教育の考え方 １ 

健康教育の一環として、がんについての正しい理解と、がんと向き合う人々に対

する共感的な理解を深めることを通して、自他の健康といのちの大切さについて学

び、共に生きる社会づくりに寄与する資質・能力の育成を図る教育である。 

ア がんとは（がんの要因等）      カ がんの治療法 
イ がんの種類とその経過        キ がん治療における緩和ケア 
ウ 我が国のがんの状況         ク がん患者の生活の質 
エ がんの予防             ケ がん患者への理解と共生 
オ がんの早期発見・がん検診 
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（イ） がんの種類とその経過 
がんには胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、前立腺がんなど様々な種類があり、治り

やすさも種類によって異なる。また、がんによる症状や生活上の支障なども、がんの種類

や状態により異なっている。病気が進み、生命を維持するうえで重要な臓器等への影響

が大きくなると、今まで通りの生活ができなくなったり、命を失ったりすることもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：文部科学省 がん教育推進のための教材 スライド教材モジュール１「がんという病気」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：文部科学省 がん教育推進のための教材 スライド教材モジュール３「がんの発生と進行」 

 

（ウ） 我が国のがんの状況 
がんは、日本人の死因の第１位で、2021年では、年間約 37万人以上の国民が、がんを

原因として亡くなっており、これは、亡くなる方の３人に１人に相当する。また、生涯の

うちにがんにかかる可能性は、２人に１人（男性の 60％、女性の 45％（2010年））とさ

れているが、人口に占める高齢者の割合が増加してきていることもあり、年々増え続け

ている。がんの対策にあたって、すべての病院でがんにかかった人のがんの情報を登録

する「全国がん登録」を始め様々な取組が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：文部科学省 がん教育推進のための教材 スライド教材モジュール２「日本のがんの現状」 
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（エ） がんの予防 
がんになる危険性を減らすための工夫として、たばこを吸わない、他人のたばこの煙

をできるだけ避ける、お酒を飲みすぎない、バランスのとれた食事をする、適度な運動を

する、適正体重を維持する、定期的に健康診断を受けることなどがある。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：文部科学省 がん教育推進のための教材 スライド教材モジュール４「がんの予防」 

 

（オ） がんの早期発見・がん検診 
がんになった場合、全体で半数以上、早期がんに関しては約 9 割以上の方が治る。早

期がんは症状が出にくいため、早期に発見するためには、症状がなくても、がん検診を定

期的に受けることが不可欠である。日本では、肺がん、胃がん、乳がん、子宮頸（けい）

がん、大腸がんなどのがん検診が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：文部科学省 がん教育推進のための教材 スライド教材モジュール５「検診の意味」 

 

（カ） がんの治療法 
がん治療の三つの柱は手術治療、放射線療法、化学療法（抗がん剤などの薬）であり、

がんの種類と進行度に応じて、三つの治療法を単独や、組み合わせて行う標準治療が定

められている。それらを医師等と相談しながら主体的に選択すること（インフォームド・

コンセント）が重要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：文部科学省 がん教育推進のための教材 スライド教材モジュール６「がんの治療で大切なこと」 
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（キ） がん治療における緩和ケア 
がんになったことで起こりうる体の痛みや心のつらさなどの症状を和らげ、通常の生

活ができるようにするための医療が緩和ケアである。治らない場合も心身の苦痛を取る

ための医療が行われる。緩和ケアは、終末期だけでなく、がんと診断されたときから受け

るものである。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：文部科学省 がん教育推進のための教材 スライド教材モジュール７「がん治療の支援」 

 

（ク） がん患者の生活の質 
がんの治療の際に、単に病気を治すだけではなく、治療後の 生活の質（クオリティ・

オブ・ライフ）を大切にする考え方が広まってきている。治療による影響について十分理

解したうえで、がんになっても、その人らしく、充実した生き方ができるよう、治療法を

選択することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：文部科学省 がん教育推進のための教材 スライド教材モジュール８「がん患者の思い」 

 

（ケ） がん患者への理解と共生 
がん患者は増加しているが、生存率も高まり、治る人、社会に復帰する人、病気を抱え

ながらも自分らしく生きる人が増えてきている。がん患者への偏見をなくし、お互いに

支え合い、共に暮らしやすい社会にしていくことが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：文部科学省 がん教育推進のための教材 スライド教材モジュール９「がん患者と共に生きる社会」 
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４ 学習指導要領における「がん」に関する記載 
（１）体育・保健体育 
①小学校学習指導要領（平成 29年３月告示）体育 抜粋 

ア 知識 

（エ）喫煙、飲酒、薬物乱用と健康 

○ア  喫煙については、せきが出たり心拍数が増えたりするなどして呼吸や心臓

のはたらきに対する負担などの影響がすぐに現れること、受動喫煙により周

囲の人々の健康にも影響を及ぼすことを理解できるようにする。また、喫煙

を長い間続けるとがんや心臓病などの病気にかかりやすくなるなどの影響が

あることについても触れるようにする。 

 
②中学校学習指導要領（平成 29年３月告示）保健体育 抜粋 
ア 知識 

（ウ）生活習慣病などの予防 

○ア  生活習慣病などの予防 

生活習慣病は、日常の生活習慣が要因となって起こる疾病であり、適切な対策

を講ずることにより予防できることを、例えば、心臓病、脳血管疾患、歯周病な

どを適宜取り上げ理解できるようにする｡ 

その際、運動不足、食事の量や質の偏り、休養や睡眠の不足、喫煙、過度の飲

酒などの不適切な生活行動を若い年代から続けることによって、やせや肥満など

を引き起こしたり、また、心臓や脳などの血管で動脈硬化が引き起こされたりす

ることや、歯肉に炎症等が起きたり歯を支える組織が損傷したりすることなど、

様々な生活習慣病のリスクが高まることを理解できるようにする｡ 

生活習慣病を予防するには、適度な運動を定期的に行うこと、毎日の食事にお

ける量や頻度、栄養素のバランスを整えること、喫煙や過度の飲酒をしないこと、

〔取り扱い上の留意点〕 
・（ア）～（ケ）の内容を適宜関連付けて、理解できるようにする。また、それぞれの

内容を関連付けて、一次予防（生活習慣の改善等）、二次予防（がん検診等）につい

て理解できるようにする。 

・がん教育は、健康教育の一環として行われることから、体育・保健体育、特別活動を

中心に、学校の実情に応じて教育活動全体を通じて行うことが大切である。 

・現在及び将来に直面するがんに関する課題に対して、適切な思考・判断を行い、自ら

の健康管理や健康的な生活行動の選択ができるようにする。 

・がん教育の二つの目標を達成するために、がん教育を通して健康やいのちのかけが

えのなさに気付き、がん患者や家族などのがんと向き合う人々の取組に関心をもつ

とともに、健康な社会の実現に努めることができるように留意する。 
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口腔の衛生を保つことなどの生活習慣を身に付けることが有効であることを理

解できるようにする｡ 

○イ  がんの予防 

がんは、異常な細胞であるがん細胞が増殖する疾病であり、その要因には不適

切な生活習慣をはじめ様々なものがあることを理解できるようにする｡ 
また、がんの予防には、生活習慣病の予防と同様に、適切な生活習慣を身に付

けることなどが有効であることを理解できるようにする｡ 
なお、㋐、㋑の内容と関連させて、健康診断やがん検診などで早期に異常を発

見できることなどを取り上げ、疾病の回復についても触れるように配慮するもの
とする｡ 

 
③高等学校学習指導要領（平成３０年３月告示）保健体育 抜粋 

ア 知識 

（ウ）生活習慣病などの予防と回復 

がん、脳血管疾患、虚血性心疾患、高血圧症、脂質異常症、糖尿病などを適宜

取り上げ、これらの生活習慣病などのリスクを軽減し予防するには、適切な運動、

食事、休養及び睡眠など、調和のとれた健康的な生活を続けることが必要である

こと、定期的な健康診断やがん検診などを受診することが必要であることを理解

できるようにする｡ 

その際、がんについては、肺がん、大腸がん、胃がんなど様々な種類があり、

生活習慣のみならず細菌やウイルスの感染などの原因もあることについて理解
できるようにする｡がんの回復においては、手術療法、化学療法（抗がん剤など）、
放射線療法などの治療法があること,患者や周囲の人々の生活の質を保つことや

緩和ケアが重要であることについて適宜触れるようにする｡ 
また、生活習慣病などの予防と回復には、個人の取組とともに、健康診断やが

ん検診の普及、正しい情報の発信など社会的な対策が必要であることを理解でき
るようにする｡ 
なお、日常生活にスポーツを計画的に取り入れることは生活習慣病などの予防

と回復に有効であること、また、運動や食事について性差による将来の健康課題

があることについて取り上げるよう配慮する｡ 

 
 
（２）特別活動 
 ①小学校 学級活動 

（２）日常生活や学習への適応及び保健安全 

ア 希望や目標をもって生きる態度の育成 

カ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成 
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 ②中学校 学級活動 
（２）適応と成長及び保健安全 

イ 自己及び他者の個性の理解と尊重 

キ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成 

 
 ③高等学校 ホームルーム活動 

（２）適応と成長及び保健安全 

イ 自己及び他者の個性の理解と尊重 

キ 心身の健康と健全な生活態度や規律ある習慣の確立 

 
（３）道徳 
①小学校 〔第 5学年及び第 6学年〕 

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。 

（１）生命がかけがえのないものであることを知り、自他の生命を尊重する。 

 
②中学校 
３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。 

（１）生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重する。 

（３）人間には弱さや醜さを克服する強さや気高さがあることを信じて、人間として

生きることに喜びを見出すように努める。 

 
５ 学校教育活動全体でのがん教育の推進 
（１）がん教育推進にあたっての留意点 
  学校におけるがん教育の位置付けは、以下の図のように整理することができる。 

 【図】学校におけるがん教育の位置付け 
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また、がん教育の具体的な内容の体育・保健体育及び道徳科・特別活動における扱い

を一覧に示すと、下図のように示すことができる。 

【図】がん教育の具体的な内容の位置付け 

   がん教育を推進し、目標を達成するためには、体育・保健体育における発達段階を

踏まえた系統的な指導を行うとともに、健康教育の一環として、学校保健計画に位置

付け、体育・保健体育を中心に、特別活動や道徳科、総合的な学習の時間等との関連を

図り、学校の実情に応じて教育活動全体を通じて行うことが大切である。 

【図】がん教育を位置付けた学校保健計画の一例 
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（２）がん教育実施にあたっての配慮事項 
  生涯のうちに 2人に 1人が何らかのがんになると推測される時代である。がん教育の

実施にあたっては、家族や身近な人にがん患者や、がんで亡くした児童生徒等、以下の

ような事例に該当する児童生徒がいることを前提として、児童生徒の家庭状況や心理面

に配慮する必要がある。配慮の具体については、健康教育において、これまで学校が蓄

積してきた事例を生かすことが大切である。 

 ＜配慮が必要な事例＞ 
  ○小児がんの当事者、小児がんになったことのある児童生徒がいる。 

  ○家族や身近な人にがん患者家族や身近な人をがんで亡くした児童生徒がいる。 

  ○がんに限らず、重病・難病等になったことのある児童生徒や、家族や身近な人に該

当者がいたり、亡くしたりした児童生徒がいる。 

  ○子宮頸がんワクチンを接種した、あるいは、接種を見合わせたことにより、心身に

不調が生じた生徒がいる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）がん教育岐阜モデル 
  岐阜県においては、必修である体育・保健体育でがんに関する基本的な内容を１時間

学んだ後に、以下の２つの視点のいずれかを選択して指導を行う２時間以上の構成を基

本としてがん教育を実施する。 

〔配慮の例〕 

☞事前調査を行うなど、実態を把握し、授業内容について事前に周知する。 

☞「がん教育を行うこと」や「心配があれば、いつでも相談できること」を、あらか

じめ保護者に学年・保健だよりや通知文などで周知する。 

☞事例を一般化する。 

☞授業の冒頭で、「悲しくなったり、聞いているのがつらくなったりした場合は、先

生に伝えてください」等の言葉がけをする。 

☞授業を受けたくない場合は、別室で過ごさせるなど、必要な配慮ができる体制や

環境を整備する。 

☞養護教諭等と共に複数体制で指導を行い、授業中の児童生徒の様子の観察から、

必要に応じて個人対応ができるようにする。 

☞児童生徒の様子から、授業中の意図的な声掛けや、授業後の個人面談を実施する。 

視点１：生活習慣病などの予防として、がんについて正しく理解することに重点を

置いた体育・保健体育の授業 

視点２：健康といのちの大切さについて主体的に考えることに重点を置いた特別活

動、道徳科等の授業 
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【図】がん教育岐阜モデル 

 
６ 外部講師の協力について 
（１）期待される効果 
がん教育は、健康教育の一環として、体育・保健体育の授業を中心に、特別活動や道徳

科、総合的な学習の時間（高等学校においては「総合的な探究の時間」）等と関連させ、

学校の実情に合わせて学校教育全体で行うものである。実施にあたっては、がんという

専門性の高さから、医師やがん経験者などの外部講師に協力を依頼し、外部講師と連携

して進めることによって、以下のような教育効果の高まりが期待できる。 

 

 

 

 

 

◎地域の現状や課題、最新の情報などを交えたわかりやすい説明や、既習

の内容と関連させた指導が、児童生徒の知識の深まりを生み出す 

◎自身の経験を交えた健康やいのちの大切さなどについての積極的なメ

ッセージが心に響く 

がん教育岐阜モデル 

Ｄ 
モデル 

 

Ｂ 
モデル 

Ｃ 
モデル 

体育・保健体育 
ア．がんとは（がんの要因等） 

イ．がんの種類とその経過 

ウ．我が国のがんの状況 

エ．がんの予防 

オ．がんの早期発見・がん検診 

カ．がんの治療法 
※小学校においては、ア～ウについて触
れること。 

保健体育・特別活動 
エ．がんの予防 
オ．がんの早期発見 
・がん検診 

保健体育・特別活動 
カ．がんの治療法 

キ．がん治療における 

緩和ケア 

保健体育・特別活動 
ク．がん患者の生活の質 
ケ．がん患者への理解と共生 

小
学
校 
高
等
学
校 

重
点
指
導
内
容 

図中ア～ケの指導内容を適宜
関連付け、健康教育の一環として
実施する。 

Ａ 
モデル 

医療関係者 がん経験者 

医療関係者 

医療関係者 

道徳科･総合的な学習（探究）の時間 
ク．がん患者の生活の質 
ケ．がん患者への理解と 
共生 がん経験者 
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（２）外部講師の協力を得て行う授業の例 
外部講師の専門性や経験が発揮され、外部講師の協力を得て行う指導が児童生徒にと

って効果的になるよう、依頼する内容に応じて以下の授業例が考えられる。 

 
（３）依頼に当たっての留意点 
 医師やがん経験者等の専門家は、それぞれの専門性は備えていても、児童生徒に対す

る教育指導に関しては専門家ではない。外部講師への協力の依頼にあたっては、事前に

学校のがん教育に対する考えや、学習のねらい、指導に当たっての配慮事項など、外部講

師に依頼したい内容について丁寧に説明する必要がある。 

 

（４）外部講師の依頼方法 
外部講師の依頼に当たっては、以下①～④の手順を参考に依頼する。 

 

①派遣申請 ※「（別紙２）がん教育に係る外部講師派遣申請書」による。 

   市町村（組合）立学校     県立学校 
 

 

   市町村（組合）教育委員会 

 

           教育事務所 

 

岐阜県教育委員会 体育健康課 
〔受付窓口〕 

〒500-8570 岐阜市薮田南 2-1-1 

体育健康課 学校保健係 

TEL ：058-272-1111（代）内線 8714 

FAX ：058-278-3542 

e-mail：c17769@pref.gifu.lg.jp 

 保健医療課 
※体育健康課取りまとめの
「派遣申請一覧」により、
がん診療連携拠点病院・
がん患者団体に派遣の可
否を確認し、体育健康課
に回答する。 

    

外部講師依頼先 
地域医師会 等 

 外部講師依頼先 
県医師会 等 

 外部講師依頼先 
がん診療連携拠点病院、がん患者団体 

◆がんに関する科学的根拠に基づいた知識や、がんに関する最新の情報などの専門

的な内容を扱い、がんについて正しく理解することに重点を置いた授業を行う場

合、学校医やがんの専門医、看護師等に外部講師を依頼することが考えられる。 

◆がんを通して健康といのちの大切さについて考えることに重点を置いた授業を行

う場合、がん経験者等に外部講師を依頼することが考えられる。 
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※１ 学校は、5月～9月に実施する場合は 4月末日までに、10月～2月に実施す

る場合は 8 月末日までに、市町村（組合）教育委員会または県教育委員会

体育健康課へ申請する。 

※２ 市町村（組合）教育委員会または県教育委員会は、外部講師リストから日

時、内容、派遣に係る諸経費を勘案し調整を行う。 

   ※講師の調整に２週間程度の期間を要することから、４月中に実施する授

業等への外部講師の派遣申請に応えることは困難。 

※日程等が合わず、申請に応えられない場合もある。 

※がん教育推進指定校を除き、県教育委員会から、がん教育に係る講師派

遣の予算措置はない。 

※がん教育推進に生かすため、年度末にがん教育実施状況調査を行う予定。 

 

②教育委員会から学校へ連絡 

※「（別紙３）がん教育に係る外部講師について（案内）」による。 

 

③学校から依頼先へ連絡・調整 

   ・「（別紙３）がん教育に係る外部講師について（案内）」の内容確認と学校の現状等

の情報交換を行い、外部講師の了承を得る。 

    ※「（別紙４）事前打合せシート」等を活用し、依頼内容を具体的に説明する。 

 

④学校から正式に外部講師へ派遣依頼 

・③で外部講師に対して詳細を説明し、最終的に外部講師派遣の了承が得られた場 

合、各校より正式に派遣依頼を行う。 

  ※「【様式第１号】がん教育講師派遣依頼書」による。 

 

～参考資料掲載先～ 

・（別紙 1）岐阜県がん教育外部講師登録用紙 ・・・・・・ P.37 
・（別紙 2-1）がん教育に係る外部講師派遣申請書 ・・・・ P.38 
・（別紙 2-2）がん教育に係る外部講師派遣申請書 ・・・・ P.39 
・（別紙 3）がん教育に係る外部講師について（案内） ・・ P.40 
・（別紙 4）がん教育事前打ち合わせシート ・・・・・・・ P.41 
・【様式第 1号】がん教育講師派遣依頼書（所属長宛)  ・・  P.42 
・【様式第 1号】がん教育講師派遣依頼書（講師宛） ・・・ P.43 

14



＜外部講師派遣申請から授業実施までの校内手続き（例）＞ 

 
 
 
 

 企画・派遣依頼 打合せ 準備・事前指導 

学
校
内 

保健主事、授業を担当す

る保健体育教諭、学級担任

等、核となる教員を決め、

関係教員と連携しつつ、外

部講師の協力を得て行う

がん教育を企画する｡ 

 

□重点とするテーマは 

・がんに関する科学的根拠に

基づいた理解 

・健康やいのちの大切さにつ

いて主体的に考える 

□いつ 

□だれを講師に 

□謝金支払いの可否 

外部講師と連携した授

業の実施に向けて、教員の

共通理解を図り、実施内容

や関連を図る教育活動等

について話し合う。 

 また、既習事項や関連す

る活動等の指導構想をま

とめて授業のねらいを明

確にするとともに、教科書

やがん教育に関わる資料

（文部科学省スライド資

料等）を準備し、外部講師

との打合せに備える｡ 

授業当日に児童生徒に

配布する資料や使用する

視聴覚機材を準備する｡  

必要に応じて、事前学習

や事前指導、アンケート等

を行う｡ 

 

※通信等で学習について

保護者の理解を得ると

ともに、個別の配慮が必

要な児童生徒を把握す

る。 

関
係
者
と
の
調
整 

外部講師を活用したが

ん教育の企画に合わせて、

設置者である教育委員会

に講師の派遣を依頼する｡ 

 

□外部講師派遣申請 

□依頼先との連絡・調整派

遣申請 

・日時 

・依頼内容 

・報償費・旅費 等 
 （参考）１時間あたりの報償費 

医師・大学教授      ：11,300円 

  看護師・その他専門家： 6,000円 

  ※R03「がん教育総合支援事業」事

業委託経費の算定基準に基づく。 

□正式依頼状送付 

□打合せ日程調整 

講師予定者と当日の指

導内容や指導方法につい

て打合せを行う。 

 

 

□既習事項の確認 

□詳細な日程 

□役割分担 

□準備品等 

□配慮を要する児童生徒

等、留意事項の確認 

外部講師と共に、配布資

料やスライド資料の有無、

資料やデータの受け渡し

方法など、資料や視聴覚機

材についての最終確認を

行う｡ 

 外部講師と教員との役

割分担や時間配分につい

ても確認する｡ 
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